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マ
イ
ナ
保
険
証
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

令
和
五
年
六
月
二
日
、
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
閣
法
四
十
六
号
）
が
成
立
し
た
。 

 

日
本
の
社
会
保
障
制
度
は
、
憲
法
第
二
十
五
条
生
存
権
（
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
）
の
も
と
で
形

成
さ
れ
て
き
た
。
健
康
保
険
は
各
職
域
の
保
険
が
先
行
し
、
昭
和
三
十
三
年
に
国
民
健
康
保
険
法
が
制
定
さ
れ
、
同
三
十
六
年

か
ら
、
す
べ
て
の
人
が
公
的
な
医
療
保
険
に
加
入
す
る
国
民
皆
保
険
制
度
が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
病
気
や
け
が
を
し
て

も
、
誰
も
が
安
心
し
て
医
療
機
関
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

国
民
に
と
っ
て
、
健
康
保
険
証
は
受
診
の
資
格
を
証
明
す
る
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
健
康
保
険
法
、
国
民
健
康
法
の
施
行
規

則
は
、
各
保
険
者
に
被
保
険
者
（
世
帯
主
）
に
対
す
る
健
康
保
険
証
の
交
付
を
義
務
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
健
康
保
険
証
は

各
々
の
健
康
保
険
者
が
発
行
し
国
が
発
行
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

一
方
、
国
民
健
康
保
険
（
市
町
村
国
保
）
は
、
保
険
料
の
納
付
状
況
に
応
じ
て
「
短
期
被
保
険
者
証
」
「
被
保
険
者
資
格
証

明
書
」
を
交
付
す
る
場
合
が
あ
る
。
保
険
者
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
生
活
保
護
制
度
等
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
本
法
は
、
国
が
健
康
保
険
証
の
廃
止
を
一
方
的
に
宣
言
し
、
マ
イ
ナ
保
険
証
に
一
本
化
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と



 

２ 

 

し
て
立
法
さ
れ
て
い
る
。
条
文
に
「
健
康
保
険
証
の
廃
止
」
の
記
述
は
な
い
。
新
た
に
「
資
格
確
認
書
」
が
つ
く
ら
れ
、
「
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
・
更
新
中
の
者
」
「
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
や
こ
ど
も
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得

し
て
い
な
い
者
」
等
に
つ
い
て
は
対
応
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
取
得
で
き
な
い

者
、
あ
る
い
は
取
得
し
た
く
な
い
者
が
い
る
。
そ
も
そ
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
は
強
制
で
は
な
く
、
任
意
で
あ
る
。 

 

以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

「
健
康
保
険
証
の
廃
止
」
に
つ
い
て 

 

１ 

「
健
康
保
険
証
の
廃
止
」
は
、
政
府
、
国
会
の
ど
こ
で
議
論
さ
れ
た
の
か
。 

 

２ 

「
健
康
保
険
証
の
廃
止
」
の
決
定
は
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
行
わ
れ
た
の
か
。 

 

３ 

国
民
、
医
療
機
関
、
各
保
険
者
の
合
意
形
成
が
図
ら
れ
て
い
る
の
か
。 

 

４ 

「
健
康
保
険
証
の
廃
止
」
は
、
法
律
上
ど
の
よ
う
に
担
保
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

二 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
取
得
で
き
な
い
者
、
取
得
し
た
く
な
い
者
に
つ
い
て 

 
 

高
齢
、
障
害
等
で
、
自
署
が
で
き
な
い
、
移
動
が
で
き
な
い
、
意
思
が
確
認
で
き
な
い
、
障
害
が
原
因
で
規
定
の
証
明
写

真
か
ら
外
れ
る
等
々
の
理
由
で
申
請
が
で
き
な
い
人
が
い
る
。
総
務
省
は
、
代
理
交
付
、
出
張
申
請
受
付
等
で
申
請
が
可
能



 

３ 

 

で
あ
る
と
す
る
が
、
様
ざ
ま
な
理
由
で
申
請
・
取
得
が
で
き
な
い
人
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
な
り
す
ま
し
、
特
殊
詐
欺
な

ど
の
問
題
も
懸
念
さ
れ
る
。 

 

１ 

政
府
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
取
得
で
き
な
い
事
案
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
そ
の
各
々
に
対
し
て
、
ど
こ
で
ど

の
よ
う
に
解
決
し
て
い
る
の
か
。 

 

２ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
任
意
で
あ
る
。
「
健
康
保
険
証
の
廃
止
」
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
強
制
に
等
し
く
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
た
く
な
い
と
い
う
者
の
「
内
心
の
自
由
」
（
憲
法
第
十
九
条
）
を
侵
す
の
で
は
な
い

か
。 

 

３ 

「
健
康
保
険
証
の
廃
止
」
に
よ
っ
て
被
る
不
利
益
を
ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か
。 

三 

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て 

 
 

現
在
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
に
は
、
特
定
健
診
等
の
情
報
、
薬
剤
情
報
、
診
療
情
報
等
が
登
録
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
は
、
極
め
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
の
高
い
個
人
情
報
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
医
療
機
関
等
は
、
資
格
確
認
と
併
せ
て
、
本
人
の
同
意
の
下
で
、
特
定
健
診
等
の
情
報
や
薬
剤
情
報
が
閲
覧
で
き

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
個
人
情
報
の
保
護
の
観
点
か
ら
懸
念
が
多
い
。 



 

４ 

 

 
１ 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
る
情
報
の
選
定
、
範
囲
は
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
の
か
。

登
録
さ
れ
る
情
報
は
個
人
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
決
定
に
つ
い
て
国
民
の
合
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

２ 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
手
続
き
を
す
る
際
に
、
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
や
医
療
機
関
等
が
閲
覧
で
き
る
こ
と
を
国
民
に
説
明

し
、
そ
の
逐
一
に
合
意
を
得
て
い
る
の
か
。 

 

３ 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
資
格
確
認
す
る
際
、
医
療
機
関
等
は
受
診
す
る
患
者
に
、
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と

を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
合
意
を
得
て
い
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


